泉区自治会町内会広報掲示板整備補助金交付要綱
制　　定　平成23年３月10日泉地振第1264号(泉区長決裁）
最近改定　平成24年３月27日泉地振第1349号(泉区長決裁）
（目　　的）

第１条　この要綱は、地域住民への広報の円滑な伝達やコミュニティの推進に必要な泉区内の自治会町内会で維持管理する広報掲示板（以下「掲示板」という。）の整備に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定める。

２　泉区自治会町内会広報掲示板整備補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11月横浜市規則第139号。以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（用語の定義）
第２条　この要綱における用語の意義は、補助金規則の例による。

（補助事業者等の範囲）

第３条　この要綱における補助事業者等は、泉区内の自治会町内会及び地区連合自治会町内会（以下「町内会等」という。）とする。
（補助対象経費）

第４条　この要綱において、補助対象となる経費は、町内会等で維持管理を行っている、掲示板の新設（建替え含む）及び修繕に要する経費とする。ただし、その経費が１基あたり1万円以上のものを補助対象とする。
（補助金額）

第５条　前条の規定に基づく補助金額は、当該年度の予算の範囲内とし、掲示板の整備にかかる費用の２分の１とする。ただし、１基あたりの補助金限度額は20,000円とし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもとする。

（補助金の交付申請）

第６条　補助金規則第５条第１項の規定により区長が定める補助金交付申請書の提出期限は、原則として当該年度の１月末日とする。
２　補助金規則第５条第１項の規定により補助金の交付を受けようとする町内会等は、工事着手前に、泉区自治会町内会広報掲示板整備補助金交付申請書（第１号様式）を提出しなければならない。
３　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)　掲示板設置場所の地図
(2)　工事施工前の写真
(3)　掲示板設置場所の土地使用承諾書（新設の場合）
(4)　その他特に区長が必要と認めた書類
（交付決定等通知）

第７条　補助金規則第８条及び第15条の規定による補助金交付決定の通知は、泉区自治会町内会広報掲示板整備補助金交付決定通知書（第２号様式）により行うものとする

２　補助金規則第６条第３項の規定による補助金を交付しない旨の決定通知は、泉区自治会町内会広報掲示板整備補助金不交付決定通知書（第３号様式）により行うものとする。

（申請の取下げ）
第８条　補助金規則第９条第１項の規定により区長が定める補助金交付申請の取下げの期日は、申請者が決定通知書の交付を受けてから10日後の日とする。
（実績報告）

第９条　補助金規則第14条第１項の規定により補助事業者等が区長への報告に用いる書類は、泉区自治会町内会広報掲示板整備完了報告書（第４号様式）により行うものとする。
２　前項の整備完了報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)　掲示板の完成写真
(2)　領収書（写）
３　事業完了報告書の提出期限は、事業終了後30日以内とする。
（補助金額の確定通知）
第10条　補助金規則第15条の規定による補助金額確定の通知は、泉区自治会町内会広報掲示板整備補助金額確定通知書（第５号様式）により行うものとする。
（補助金の交付時期）
第11条　補助金は、補助の額を確定した後に交付するものとする。
（補助金交付の請求）

第12条　補助金規則第18条第１項の規定による補助金の交付の請求は、泉区自治会町内会広報掲示板整備補助金請求書（第６号様式）により行わなければならない。
（調査の実施）

第13条　区長は、必要があると認めるときは、補助金の交付対象事業について、町内会等に対して資料の提出を求める等調査を行うことができる。

（補助金の返還）

第14条　区長は、町内会等が虚偽又は不正な方法で補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。

（関係書類の保存期間）

第15条　補助金規則第26条の規定により区長が定める関係書類の保存期間は、５年とする。

（委　　任）

第16条　この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は泉区長が定める。
附　則

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。
附　則

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。

第１号様式
泉区自治会町内会広報掲示板整備
補 助 金 交 付 申 請 書

平成　　年　　月　　日

（申請先）

横浜市泉区長

（申請者）

団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町内会等で所有している掲示板を整備するため、補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

１　事業名

泉区自治会町内会広報掲示板整備事業

２　事業費総額（工事費）
　　　　　　　　　　　円
【事業費に対する財源】
泉区自治会町内会掲示板整備補助金　　　　　　　　　　円
自治会町内会負担　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

そ　の　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
合　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
３　補助金交付申請額

　　　　　　　　　　　円
４　設置予定場所
横浜市泉区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５　整備する内容

□ 掲示板の修繕
（具体的な修繕の内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 掲示板の建替え
□ 掲示板の新設
６　添付書類

・工事費見積書
・掲示板設置場所の地図
・掲示板の現況写真（修繕又は建替えの場合）
・掲示板設置場所の土地使用承諾書（新設の場合）
第２号様式

泉地振第　　　号
平成　　年　　月　　日
会長　　　　　　　　　様

横浜市泉区長
泉区自治会町内会広報掲示板整備
補助金交付決定通知書

平成　　年　　月　　日に申請のありました、泉区自治会町内会広報掲示板整備補助金については、次の条件を付けて交付します。

１　交付金額及び交付時期

　　　　　　　　　　　　円

補助の額を確定した後（補助金額確定通知後）に、適法な請求書を受理した後30日以内に交付します。
２　交付条件

(1) この補助金は、泉区自治会町内会広報掲示板整備実施のために使用し、他の事業には流用しないでください。

(2) 事業を中止する場合は速やかに区長に報告してください。

(3) 事業が終了後30日以内に、整備完了報告書を提出してください。

(4) 虚偽その他不正な手続きで補助金の交付を受けたときは、全額又は一部の返還を求めることがあります。

(5) 補助金の使途について、必要があると認められるときは、調査を行うことがあります。

(6)次の号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、50,000円以下の過料に処します。

ア　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

イ　補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき

第３号様式

泉地振第　      号

平成　　年  月  日

会長　　　　　　　　　　　　様

横浜市泉区長  
泉区自治会町内会広報掲示板整備
補助金不交付決定通知書

平成　　年　　月　　日に申請のありました泉区自治会町内会広報掲示板整備補助金については、交付しないことに決定したので通知します。

不交付の理由

第４号様式
泉区自治会町内会広報掲示板整備
完 了 報 告 書

平成　　年　　月　　日

横浜市泉区長
〔申請者〕住所または所在地
団 体 名

代表者名

平成　　年　　月　　日　泉地振第　　　　　号で補助金の交付を受けた事業が完了しましたので、関係書類を添えて報告します。

１　掲示板工事費支払い金額
　　　　　　　　　　　円

２　添付書類
（１）掲示板の完成写真
（２）領収書（写）
第５号様式

泉地振第　      号

平成　　年  月  日

会長　　　　　　　　　　　　様

横浜市泉区長  
泉区自治会町内会広報掲示板整備
補助金額確定通知書

　平成　　年　　月　　日に完了報告書の提出がありました、泉区自治会町内会広報掲示板整備補助金については、次のとおり、その額を確定しましたので通知します。

　補助金確定額　　　　　　　　　　　　　　　円
第６号様式
泉区自治会町内会広報掲示板整備
補 助 金 請 求 書
平成　　年　　月　　日

横浜市泉区長
住所または所在地
団 体 名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　印

泉区自治会町内会広報掲示板整備補助金を下記のとおり請求します。

１　請求額　　　　　　　　　　　　　　　　　円
２　振込先

	フリガナ
	

	口座名義人
	

	振込先
	　　　　　　　　　　　銀　　行

　　　　　　　　　　　信用金庫　　　　　　　　　　　　支　店

　　　　　　　　　　　信用組合　　　　　　　　　　　　出張所

　　　　　　　　　　　農　　協

	預金種目
	　　普通　・　当座
	口座番号
	


（※　口座名義人が代表者と異なる場合は、以下に署名・押印してください。）

	上記口座に補助金を振り込みください。

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　印


３　添付書類

確定通知書の写し
